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　地域からの推薦をもとに選ばれています。　地域からの推薦をもとに選ばれています。
【年齢要件】委嘱の日において満【年齢要件】委嘱の日において満3030歳以上歳以上
　新任委員：満72歳未満（主任児童委員は満　新任委員：満72歳未満（主任児童委員は満6060歳未満）歳未満）
　再任委員：満75歳未満（主任児童委員は満　再任委員：満75歳未満（主任児童委員は満6363歳未満）歳未満）
【その他適格要件】【その他適格要件】
　社会奉仕の精神に富んでいること、地域の実情をよく　社会奉仕の精神に富んでいること、地域の実情をよく
知っていること、活動に必要な時間を割くことができるこ知っていること、活動に必要な時間を割くことができるこ
と、秘密を守ることができることなど。と、秘密を守ることができることなど。
【身分】【身分】
　特別職の地方公務員　特別職の地方公務員
で、報酬は支給しないで、報酬は支給しない
ものとされています。ものとされています。
任期は３年です（再任任期は３年です（再任
可）。可）。
　　中央区では、中央区では、320320人以上が活動しており、平成人以上が活動しており、平成2525年年1212月に、月に、
次回の改選が予定されています。次回の改選が予定されています。
　民生委員・児童委員の活動に関心のある方は、区保健福　民生委員・児童委員の活動に関心のある方は、区保健福
祉課へお問い合わせください。祉課へお問い合わせください。
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▲委員が身に着けている身分証（左）とバッジ

地
域
で
交
流

地
域
で
交
流
!!!!

　

地
域
の
方
々
に
よ
る
自
主
的
な

支
え
合
い
活
動
を
行
う
た
め
の
組

織
で
す
。

活
動
内
容

活
動
内
容

　

ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
の
方

な
ど
を
対
象
に
、
住
民
同
士
で
日

常
的
な
見
守
り
や
声
掛
け
、
ご
み

出
し
な
ど
の
支
え
合
い
活
動
を

行
っ
た
り
、
サ
ロ
ン
や
講
習
会
な

ど
を
定
期
的
に
開
催
し
、
地
域
に

住
む
方
の
交
流
を
図
っ
た
り
し
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
一
部
の
地
区
で
は
、
災

害
発
生
時
に
、
高
齢
者
や
障
が
い

の
あ
る
方
な
ど
の
避
難
を
住
民
同

士
で
支
援
す
る
取
り
組
み
も
始

ま
っ
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

区
保
健
福
祉
課
活
動
推
進
担
当

☎
（
205
）
３
３
０
１

中
央
区
社
会
福
祉
協
議
会

☎
（
281
）
６
１
１
３

6
（
208
）
０
８
８
１

第２地域包括
支援センター

藻岩山登山口 養護老人ホーム

第2地域包括
支援センター
（特別養護老人
ホーム内）

社会福祉法人
さっぽろ慈啓会
慈啓会病院

藻岩山麓通
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至旭山記念公園
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お住まいの地区を担当するセ　地域生活支援センターさっぽろ地域生活支援センターさっぽろ

相談受付：月～金曜の10時～17時・土曜
の10時～13時（祝日、年末年始を除く）

地下鉄東西線西18丁目駅1番出口

養護老人ホーム
札幌市長生園

札幌市社会福祉総合センター

札幌市視聴覚
障がい者情報センター

地域生活支援センター
さっぽろ（WEST19内）

（大通西19丁目W
ウ エ ス ト

EST19　５階）
☎☎６６２２２－１１１８２－１１１８
66６２２－１０７３６２２－１０７３

相談室ぽぽ相談室ぽぽ
☎☎５２２－４１１２５２２－４１１２

相談受付：毎日８時～20時

（南８条西（南８条西1414丁目１丁目１--3333
エボリューションFエボリューションF301301号室）号室）

66５６２－６６００５６２－６６００

※事前にご連絡をお願いします。不※事前にご連絡をお願いします。不
在時および受付時間外のときは、留在時および受付時間外のときは、留
守番電話に伝言をお願いします。守番電話に伝言をお願いします。

　私たちは、障がいのあ
る方と支える方を結ぶ“か
けはし”になります。「仕
事をしてみたい」「ひとり
暮らしをしてみたい」な
どの夢や希望もお寄せく
ださい。実現に向けて一
緒に考えていきましょう。

夢の実現をお手伝い！
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身近な存在です！

中央区民生委員
児童委員協議会

会長　三
み

上
かみ
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センター名 所在地

中央区第１地域
包括支援センター

南２条西10丁目1001-５
パールタウン１階

中
央
区
介
護

予
防
セ
ン
タ
ー

旭ケ丘 旭ケ丘５丁目６-51慈啓会
特別養護老人ホーム内

北一条 北２条東１丁目５-２

大通公園 北１条西９丁目
リンケージプラザ4階

中央区第２地域
包括支援センター

旭ケ丘５丁目６-51慈啓会
特別養護老人ホーム内

中
央
区
介
護
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宮の森 宮の森1238-１

曙・幌西 円山西町４丁目３-20
西円山敬樹園内

円山 円山西町４丁目３-20
西円山敬樹園内

※「担当地区」は、各まちづくりセンターの名称で表記　
※相談受付：月～金曜の８時45分～17時15分（祝・休日、　
　　　　　　施設によって若干前後することがあります。

まずは
ご連絡を!!
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